
 
 

 7 東専各総第 79 号 

令和 7年 11月 19 日 

東京都知事 

小池 百合子 様 

 

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会  

会  長    多  忠貴   

 

 

令和 8 年度東京都予算編成に係る当協会の要望について 

 

 

平素より私立専修学校各種学校の学校運営と教育推進に格別なるご支援を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 

昭和 50 年に行われた学校教育法の一部改正によりまして専修学校制度が制定されて

以来、今年で 50周年という節目の年を迎えました。この間、専修学校は一貫して社会や

時代のニーズに即応した実践的な職業教育に臨み、地域社会に有意な人材を継続的に輩

出してまいりました。 

一方、近年における私達を取り巻く社会環境は、生成 AIや DX 等をはじめとする先端

テクノロジーの進展、産業構造の変化、少子高齢化等の影響によりまして大きな変革期

を迎えています。こうした急速な変革が進む時代にあって、持続可能な社会を構築して

いくために、専修学校では成長分野に資する高度専門職人材から地域を支えるエッセン

シャルワーカーに至るまで、多様な職業人材の育成が急務です。 

また、生産年齢人口の減少や多文化共生社会を迎えるにあたり、優秀な外国人材の受

入れ・育成・輩出が必要不可欠であることから、各種学校として留学生への日本語教育

等を担う日本語学校の存在はますます重要となってまいります。 

このような状況のもと、東京都の専修学校各種学校で学ぶ学生・生徒の数は 15万人

で、都内私立学校生の 27.8％に達しています。また、都内の専修学校専門課程（専門

学校）を卒業した者のうち 75.0％が都内の企業等に就職を果たしており、東京都の産

業を支えていると言っても過言でありません。 

 

こうした専修学校各種学校の果たすべき役割が多岐に渡る中で、今年度から施行され

ている改正私立学校法や、令和 8年度から施行される改正学校教育法の趣旨に基づき、

共通して取り組むべき施策が教育の質保証・向上と学校経営の健全化であることは論を

俟ちません。 

これらを実現に導くとともに、専修学校各種学校で勉学に勤しむ学生・生徒が描く夢

や希望の具現化に向けまして、今次要望への格別なるご配慮を賜りますよう、何卒よろ

しくお願い申し上げます。                               
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令和８年度 東京都予算編成に関する要望 

１ 私立専修学校専門課程（専門学校）教育振興への支援 

２ 私立専修学校高等課程（高等専修学校）教育振興への支援 

３ 私立専修学校 教育環境整備への支援 

４ 私立専修学校・各種学校（日本語学校）が行う留学生教育への支援 
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１ 私立専修学校専門課程（専門学校）教育振興への支援 

令和 8 年 4 月から施行される改正学校教育法では、その趣旨として「職業教育の重要

性」と「専修学校における教育の充実を図る必要性」が明確化されました。現在、全国

の専門学校のうち 12.9％が都内に設置され、また、全国の専門学校生の 21.2％が都内で

学んでいることからも、東京都の専門学校が内外に誇れる教育の質保証を進めるべく、

東京都と当協会の協働によって、国に先駆けて、法改正の趣旨に鑑みた取組を果たして

いくことが肝要です。 

とりわけ、改正学校教育法の概要の中で「教育の質の保証を図るための措置」として

示された学校評価の見直しでは、専門学校の適切な対応が求められていますが、各学校

では経費負担、環境整備など様々な課題に直面しています。 

また、平成 26 年４月からスタートした「職業実践専門課程」は、制度創設から 11 年

を経て都内専門学校の 46.8％が同課程の認定校となりました。文部科学省の専修学校の

質の保証・向上に関する調査研究協力者会議が公表した報告書「実践的な教育機関とし

ての専修学校の質保証・向上と振興に向けて」の中では、「専門学校が実践的な職業教育

を推進するに当たって、その中心となる施策は職業実践専門課程の充実である」ことが

明記されており、その振興が必要不可欠です。一方、同課程では、企業等のニーズに即

した職業教育の質保証・向上や評価の可視化など、継続的な改善が必要であることから、

学校の負担も大きく、支援の拡充が必要です。 

つきましては、 

① 改正学校教育法の概要で示された専門学校の学校評価に向けて、財政的な支援をはじ

め、評価人材の養成・確保など多方面からの支援をお願いいたします。

② 職業実践専門課程における教育の質保証・向上の観点から、現在の同課程の学生 1人

当たり 5,000 円の補助からの増額をお願いいたします。

２ 私立専修学校高等課程（高等専修学校）教育振興への支援 

 私立高等専修学校に対する教育振興費補助について、先行きが不透明な円安や物価高

騰等の状況を踏まえ、私立高等専修学校で学ぶ生徒に対し一層の職業教育の充実を図る

べく、さらなる財政支援策を講じていただくことをお願いいたします。 

 また、私立高等専修学校は、発達障害者支援法第 8 条に明記されている教育機関であ

り、教育困難と言われている障害のある生徒を受け入れ、一人ひとりに寄り添った丁寧

な職業教育を授ける中で、身辺自立から生活自立、さらには社会的自立に導いています。

私立高等専修学校に対し、特別支援教育事業費補助の拡充をお願いいたします。 

３ 私立専修学校 教育環境整備への支援 

 実践的な職業教育を行うための施設設備の充実や教職員の資質向上のための教育環境

の整備は、専修学校にとって必要不可欠であることは言うまでもありませんが、そのす

べてを自力で調達することは専修学校にとって過大な負担となっています。 

専修学校に対する教育環境整備への支援について拡充をお願いいたします。 
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４ 私立専修学校・各種学校（日本語学校）が行う留学生教育への支援 

生産年齢人口の減少により、東京都においてもあらゆる産業で人材不足が深刻化して

います。こうした課題解決への一助とすべく、政府は教育未来創造会議 第二次提言の中

で 2033 年までの目標に「外国人留学生受入れ 40 万人計画」をかかげていることから、

専修学校各種学校においては、優秀な外国人材の受入れ・育成・輩出が不可欠です。 

全国に比して多くの留学生が在籍する東京都の専修学校・各種学校（日本語学校）が、

非漢字圏を含めた多国籍の留学生に対し、質の高い日本語教育・生活指導・進路指導を

堅持していくためには、ハード・ソフト両面に及ぶ多様な取り組みが必要となっており、

各学校の自助努力では対応が困難になっています。 

留学生に対する教育環境の整備・充実を喫緊の課題と捉えていただき、支援をお願い

いたします。 
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学校数 ％ 在学者数 ％ 教員数(本務) ％ 職員数(本務) ％ ※都補助額(千円) ％

専修学校 377 20.1 126,251 23.2 6,852 19.1 3,724 37.9 1,750,546 1.5

各種学校 153 8.2 25,077 4.6 2,072 5.8 854 8.7 89,805 0.1

計 530 28.3 151,328 27.8 8,924 24.9 4,578 46.6 1,840,351 1.6

幼保連携型認定
こども園 52 2.7 8,341 1.5 1,355 3.8 288 2.9 554,832 0.5

幼 稚 園 799 42.7 92,866 17.0 9,180 25.6 1,862 18.9 15,252,443 12.9

小 学 校 55 2.9 25,669 4.7 1,544 4.3 284 2.9 7,166,000 6.0

中 学 校 187 10.0 82,697 15.2 4,668 13.0 665 6.8 26,865,352 22.7

高等学校 237 12.7 173,814 31.9 9,908 27.6 2,069 21.1 64,662,864 54.7

高等学校通信制 8 0.4 9,884 1.8 207 0.6 52 0.5 144,733 0.1

特別支援学校 4 0.2 213 0.10 83 0.2 28 0.3 1,729,842 1.5

合  計 1,872 100 544,812 100 35,869 100 9,826 100 118,216,417 100

東京都の私立学校に対する助成状況の比較(令和６年度学校基本調査より）

※学校数等は学校基本調査（令和6年度）から抜粋。(「高等学校」のうち通信制課程を併置している学校は、学校数を「高等学校」と「高等学校通信制」に重複計上した）
※高等学校の在学生数は本科生のみ

※都補助額は東京都生活文化スポーツ局私学部所管予算（令和7年度）を基に、原則として、東京都の独自財源で各学校への直接補助に限定して集計した。（学種間にまたがる補助等を除く）
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令和８ 年度東京都の施策及び 予算等に 対す る 要望  

             東 京 都 町 会 連 合 会  

                    会 長  吉 成  武 男  

 

１  町 会 ・ 自 治 会 及 び 連 合 会 組 織 等 へ の 支 援 制 度 に つ い て    

（ １ ） 町 会 ・ 自 治 会 へ の 加 入 に つ な が る 取 り 組 み に つ い て  

東 京 都 は 、 町 会 ・ 自 治 会 を 地 域 住 民 が 安 心 、 安 全 に 生 活 す る た め に

必 要 不 可 欠 な 組 織 と と ら え 、積 極 的 に 施 策 の 中 に 位 置 づ け る と と も に 、

組 織 強 化 に 向 け た 支 援 策 を 引 き 続 き 構 築 し て い た だ き た い 。  

町 会・ 自 治 会 に よ っ て は 、 一 時 停 止 し て い た 活 動 を 再 開 す る に あ た

り 苦 労 し た 面 も あ っ た が 、 東 京 都 の 支 援 策 等 を 有 効 に 活 用 し て 、 地 域

の た め の 事 業 の 実 施 に 取 り 組 ん で い る 。 多 く の 町 会・ 自 治 会 が 今 後 さ

ら に 活 性 化 し て い く た め に 、 加 入 者 減 少 、 加 入 率 低 下 の 対 策 と し て 、

町 会・ 自 治 会 活 動 の 必 要 性 や 活 動 紹 介 の 広 報 、 加 入 促 進 の た め の 催 し

や キ ャ ン ペ ー ン な ど を 引 き 続 き 全 都 的 に 取 り 組 ん で い た だ き た い 。  

 

（ ２ ） 東 京 都 町 会 連 合 会 へ の 未 加 入 市 町 村 連 合 会 の 加 入 促 進 及 び 連 合 会

組 織 が 未 組 織 の 自 治 体 に 対 す る 取 り 組 み に つ い て  

現 在 、 東 京 都 町 会 連 合 会 に は ２ ３ 区 ８ 市 が 加 盟 し 、 ３ １ 団 体 で 活 動

し て い る 。 東 京 都 の 自 治 体 は 島 し ょ 部 も 合 わ せ て ６ ２ 団 体 あ る が 、 都

町 連 へ の 加 入 率 は ５ 割 と い っ た 状 況 が 依 然 と し て 続 い て い る 。  

東 京 都 す べ て の 町 会 ・ 自 治 会 を よ り 一 層 活 性 化 さ せ る た め に は 、 東

京 都 町 会 連 合 会 へ 東 京 都 の よ り 多 く の 町 会 ・ 自 治 会 連 合 会 が 加 入 し 活

動 し て い く こ と が 必 要 で あ る 。  

東 京 都 に お い て 、 一 団 体 で も 多 く 東 京 都 町 会 連 合 会 に 加 入 し て も ら

う た め の 支 援 を 行 う こ と 及 び 連 合 会 が 組 織 さ れ て い な い 自 治 体 に は 、

連 合 会 設 立 の た め に 町 会 ・ 自 治 会 活 動 の 活 性 化 や 運 営 支 援 を 行 う こ と

を 、 引 き 続 き 市 区 町 村 と 共 に 取 り 組 ん で い た だ き た い 。  
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（ ３ ） 東 京 都 町 会 連 合 会 の 事 務 局 機 能 に つ い て  

 東 京 都 町 会 連 合 会 は 、 地 域 住 民 が 安 心 、 安 全 に 生 活 す る た め に 必 要

不 可 欠 な 町 会 ・ 自 治 会 活 動 に お い て 、 都 内 の 町 会 ・ 自 治 会 間 の 橋 渡 し

役 を 担 い 、 効 果 的 か つ 効 率 的 な 事 業 展 開 の 促 進 に 役 立 っ て い る 。  

  東 京 都 が 東 京 都 町 会 連 合 会 の 事 務 局 を サ ポ ー ト す る こ と で 、 組 織 強

化 に つ な が り 、 東 京 都 の 町 会・ 自 治 会 支 援 の 施 策 の 展 開 に も 最 善 と 考 え

る 。 今 後 、 ど の 自 治 体 が 事 務 局 を 担 う 際 に も 機 能 が 維 持 さ れ る よ う に 、

都 と し て 東 京 都 町 会 連 合 会 事 務 局 へ 引 き 続 き の 支 援 を い た だ き た い 。  

 

（ ４ ） マ ン シ ョ ン な ど に 入 居 す る 住 民 に 対 し 、 町 会・ 自 治 会 に 入 会 を 促 進

  す る た め の 働 き か け  

  現 在 、 町 会・ 自 治 会 へ の 加 入 率 が 低 下 し て い る 。 特 に マ ン シ ョ ン 入 居

者 の 加 入 率 が 低 下 し て い る 。 こ の た め 、 町 会・ 自 治 会 の 大 き な 役 割 と さ

れ る 地 震 な ど の 自 然 災 害 時 に お け る 共 助 の 態 勢 に 問 題 が 指 摘 さ れ て い

る 。  

そ の た め 、 マ ン シ ョ ン な ど を 販 売 す る デ ィ ベ ロ ッ パ ー 、 ゼ ネ コ ン な ど

の 建 設 会 社 に 対 し 、 購 入 者（ 入 居 者 ） が 町 会・ 自 治 会 へ 入 会 す る こ と を

奨 励 す る 旨 を 契 約 書 の 重 要 事 項 説 明 書 な ど に 明 記 す る よ う 働 き か け て

ほ し い 。  

 

２  助 成 金 に つ い て    

（ １ ）「 太 陽 光 発 電 助 成 制 度 」 に つ い て  

自 治 会 ・ 町 会 会 館 を 災 害 に 強 く 、 ま た 脱 炭 素 化 に も 貢 献 で き る 建 物

と す る た め 、 東 京 都 が 実 施 す る 、「 災 害 に も 強 く 健 康 に も 資 す る 断 熱・

太 陽 光 住 宅 普 及 拡 大 事 業 」 の う ち 、 ① 家 庭 に お け る 太 陽 光 発 電 導 入 促

進 事 業 、 ② 家 庭 に お け る 蓄 電 池 導 入 促 進 事 業 に つ い て 、 認 可 地 縁 団 体

も 対 象 に し て も ら い た い 。 自 治 会 ・ 町 会 会 館 の 建 設 の 際 に 利 用 を 検 討

し た が 、 個 人 の 住 宅 の み が 対 象 と な り 、 助 成 を 受 け る こ と が で き な か

っ た 。 上 記 の 事 業 と は 別 に 、「 地 産 地 消 型 再 エ ネ ・ 蓄 エ ネ 設 備 導 入 促 進
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事 業 」 が あ る の は 承 知 し て い る が 、 自 治 会 ・ 町 会 会 館 に お い て 、 助 成

対 象 と な る 条 件 （ 再 エ ネ 発 電 等 設 備 を 設 置 し た 際 の 発 電 量 ＜ 実 際 の 消

費 電 力 量 ） を 満 た す こ と は 難 し い 。  

 

（ ２ ） 防 災 備 蓄 倉 庫 設 置 等 助 成 の 継 続 に つ い て  

町 会 ・ 自 治 会 は 、 地 域 の 更 な る 防 災 力 を 高 め る た め 災 害 時 の 備 蓄 整

備 を 喫 緊 の 課 題 と 認 識 し て い る 。 都 内 の 各 地 域 が 災 害 時 に 迅 速 か つ 適

切 に 対 応 す る た め に は 、 各 町 会 ・ 自 治 会 が 十 分 な 備 蓄 を 行 う こ と が 必

要 不 可 欠 で あ る た め 、 東 京 都 が 実 施 し て い る 防 災 備 蓄 倉 庫 設 置 等 助 成

に つ い て 、 引 き 続 き 支 援 を お 願 い し た い 。  

 

（ ３ ） コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 事 業 に つ い て  

自 治 総 合 セ ン タ ー が 実 施 す る コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 事 業 の 東 京 都 へ

の 割 り 当 て 数 と 助 成 上 限 額 の 増 加 に つ い て 、 自 治 総 合 セ ン タ ー に 要 望

し て い た だ き た い 。  

 

（ ４ ） 地 域 の 底 力 発 展 事 業 助 成 に つ い て  

地 域 の 課 題 解 消 の た め 、当 該 事 業 を 大 い に 活 用 し て い る 。 今 後 も 多 種

多 様 な 課 題 が 生 じ る と 思 わ れ る た め 、 事 業 の 継 続 と 更 な る 拡 大 を 希 望

す る 。  

 

（ ５ ）「 掲 示 板 」 へ の 設 置 支 援 に つ い て  

町 会・ 自 治 会 が 担 う 主 な 取 り 組 み と し て 、 子 ど も や 独 居 高 齢 者 の 見 守

 り 等 の 支 援 、 防 犯 パ ト ロ ー ル な ど が あ る 。  

こ う し た 取 り 組 み に 対 す る 支 援 を 要 望 す る 中 、 東 京 都 に「 デ ジ タ ル 化

 推 進 助 成 」 や「 町 会・ マ ン シ ョ ン み ん な で 防 災 訓 練 」 な ど 、 町 会・ 自 治

 会 活 動 に 寄 り 添 う 支 援 制 度 を 設 け て い た だ き 、町 会・ 自 治 会 の 活 動 に 弾

 み が つ い た と こ ろ で あ る 。  
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こ う し た 取 り 組 み の ほ か 、 多 く の 住 民 は 、 町 会 行 事 、 行 政 な ど か ら の

 情 報 を 、 イ ン タ ー ネ ッ ト （ ホ ー ム ペ ー ジ な ど ） の ほ か 、 町 会 内 に 設 置 す

 る 「 掲 示 板 」 や 回 覧 板 か ら 入 手 し て い る が 、 掲 示 板 の 中 に は 、 破 損 、 老

 朽 化 が 進 み 、 町 会・ 自 治 会 と し て も 修 繕 し て い る も の の 、 常 に 閲 覧 し や

 す い 「 掲 示 板 」 の 維 持 が 困 難 な 状 況 に あ る 。  

こ う し た 悩 み に 対 し 、 市（ 行 政 ） と し て も 掲 示 板 の 設 置 補 助 制 度 が  

 設 置 さ れ た が 、 市 の 予 算 枠 や 設 置 等 の 条 件 か ら 、 希 望 し た 町 会・ 自 治 会

 へ の 対 処 が で き な い 現 状 に 鑑 み 、 支 援 を 求 め た い 。  

 

（ ６ ）「 デ ジ タ ル 化 推 進 助 成 」 の 支 援 継 続 に つ い て  

デ ジ タ ル 化 の 推 進 は 、 町 会・ 自 治 会 役 員 の 負 担 軽 減 や 町 会 住 民 間 で の

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に 大 い に 役 立 つ も の と 考 え て い る 。  

特 に 、 将 来 に わ た り 町 会・ 自 治 会 を 背 負 う 若 者 世 代 に は 、 デ ジ タ ル 化

に よ る 会 合 な ど の 促 進 は 必 要 で あ る が 、 高 齢 化 が 進 む 町 会・ 自 治 会 員 に

浸 透 す る に は 時 間 が 必 要 と な る 。  

と り わ け 、 新 し い シ ス テ ム や ア プ リ を 導 入 し た 場 合 、 会 員 が 操 作 方 法

等 を 習 熟 し 、シ ス テ ム や ア プ リ を 使 い こ な す の に は 数 年 を 要 す る 。 町 内

会 全 体 で デ ジ タ ル 化 の 有 用 性 や 効 率 化 さ れ た 町 内 会 活 動 を 実 感 す る に

は 多 く の 時 間 と 労 力 が か か る と 考 え ら れ る 。  

ま た 、町 内 会 の 取 り 組 み は 、 総 会 や 役 員 会 で の 協 議 や 会 員 へ の 周 知 に

時 間 が か か り 、 意 思 決 定 か ら 実 際 に 実 行 す る ま で 1 年 近 く か か る こ と

も あ る 。 多 く の 町 内 会 で デ ジ タ ル 化 の 取 り 組 み を 進 め ら れ る よ う 、 令 和

７ 年 度 新 設 し た「 町 会・ 自 治 会 デ ジ タ ル 化 推 進 助 成 」 に つ い て 、 継 続 的

に 支 援 し て い た だ き た い 。  

 

（ ７ ） 各 種 申 請 手 続 き の デ ジ タ ル 化 等 に つ い て  

  地 域 の 底 力 発 展 事 業 助 成 の 申 請 が 電 子 化 さ れ た が 、 こ れ を 他 の 助 成

制 度 の 申 請 に も 拡 大 し て ほ し い 。 ま た 、 利 便 性 を 高 め る た め 、 現 状 の 電

子 申 請 も さ ら に 簡 易 な 方 法 を 検 討 し て い た だ き た い 。  
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（ ８ ） 町 会 ・ 自 治 会 か ら の 申 請 書 類 の 簡 素 化 に つ い て  

  防 災 資 機 材 の 助 成 事 業 を 受 け る 際 、 申 請 相 談 は 東 京 都 だ っ た が 、 申 請

後 は 東 京 都 の 委 託 事 業 者 の た め 、 東 京 都 の 確 認 を 取 り な が ら の 対 応 と

な り 時 間 が か か っ て し ま っ た 。  

さ ら に 審 査 に ２ ～ ３ か 月 が 必 要 で 、 助 成 金 が 支 払 わ れ る ま で に 時 間

が か か っ た 。  

町 会・ 自 治 会 の 役 員 も 若 い 人 が い な い の で 、負 担 軽 減 の た め で き る 限

り 申 請 書 の 簡 素 化 を お 願 い し た い 。  

 

３  公 園 整 備 に つ い て    

（ １ ） 水 道 局 狛 江 材 料 置 場 用 地 の 暫 定 的 な 公 園 化 と 避 難 場 所 と し て の 活

用 に つ い て  

東 京 都 水 道 局 狛 江 材 料 置 場 用 地（ 狛 江 市 元 和 泉 3 丁 目 10 番 先 ） に つ い

て は 、調 布 市 や 世 田 谷 区 、そ し て 川 崎 市 に も 近 接 し た 交 通 要 所 に 位 置 し 、

広 域 的 な 災 害 時 対 応 の 観 点 か ら も 貴 重 な 立 地 で は な い か と 考 え ら れ る 。

そ こ で 、 こ の 用 地 を 暫 定 的 に 中 規 模 公 園 と し て 整 備 す る こ と で 、 万 が 一 の

際 に は 避 難 場 所 や 帰 宅 困 難 者 支 援 の 場 と し て も 機 能 す る こ と が で き ま す 。

地 域 防 災 の 観 点 も 含 め て 、 検 討 し て い た だ き た い 。  

 

４  防 災 に つ い て    

（ １ ） 災 害 時 翻 訳 シ ス テ ム の 導 入 に つ い て  

東 京 都 民 約 １ ４ ０ ０ 万 人 と 多 く の 外 国 人 が 来 日 し て い る 中 で 、 最 近

現 実 味 を 帯 び て き た の が「 南 海 ト ラ フ 大 地 震 」。即 対 応 し て ほ し い の が 、

同 時 に ３ ０ か 国 語 に 翻 訳 し て 、 総 て の 人 達 に Ｉ Ｐ 無 線 を 通 じ て ス マ ホ

に 即 時 に 伝 達 で き る シ ス テ ム の 導 入 を 検 討 し て ほ し い 。  

 

（ ２ ） 災 害 時 ト イ レ 使 用 再 開 に つ い て の 情 報 整 理 と 啓 発 に つ い て  

災 害 時 マ ン シ ョ ン 住 民 は 基 本 在 宅 避 難 と な る が 、「 災 害 時 ト イ レ 使 用

再 開 」 の 取 り 組 み 方 に つ い て は 情 報 が な い 状 況 。 都 や 区 が 災 害 の 予 算 、
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期 間 、 関 係 組 織 を 整 え る と と も に 、 震 災 後 の 復 興 の 取 組 み と し て「 災 害

時 ト イ レ 使 用 再 開 」 を テ ー マ と し た 防 災 講 演 会 や 講 座 な ど の 研 修 を 実

施 す る こ と を 要 望 す る 。 マ ン シ ョ ン 管 理 や 町 会・ 自 治 会 関 係 者 が「 災 害

時 ト イ レ 使 用 再 開 」 の 判 断 材 料 と な り 、 災 害 時 の 安 全 、 衛 生 、 在 宅 避 難

者 の 安 心 に つ な が る よ う な 有 益 な 施 策 を 行 政 と し て 取 り 組 む こ と を 望

む 。  

 

（ ３ ） 自 治 会 会 館 に 敷 設 す る 水 道 管 工 事 に つ い て  

地 域 住 民 が よ り 暮 ら し や す い 地 域 に し て い く た め 、 各 自 治 会・ 町 会 が

会 議 等 や 地 域 活 動 を 行 う 場 所 と し て 自 治 会 館 は 存 在 し て い る 。 そ の 自

治 会 会 館 は 、 防 災 拠 点 と し て 災 害 時 に 安 定 し た 水 を 供 給 す る 役 割 が 期

待 さ れ て い る こ と か ら 、 自 治 会 会 館 に 水 を 供 給 す る 水 道 管 の 耐 震 化 を

優 先 的 に 進 め て ほ し い 。  

 

５  道 路 整 備 ・ 交 通 対 策 に つ い て    

（ １ ） 環 状 ４ 号 線 開 発 に つ い て  

環 状 ４ 号 線 の 開 発 工 事 の 状 況 に つ い て 地 区 の 住 民 に 情 報 が 入 っ て こ

な い 。 開 発 工 事 の 情 報 提 供 を 要 望 す る 。  

 

（ ２ ） 豊 洲 市 場 周 辺 の 交 通 対 策 に つ い て  

「 豊 洲 市 場 」 及 び「 豊 洲  千 客 万 来 」 へ の 観 光 客 の 増 加 や オ リ ン ピ ッ

ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 大 会 後 の 更 な る 発 展 に 向 け て 、地 下 鉄 ８ 号 線 の 延 伸

に つ い て 、 ２ ０ ３ ０ 年 代 半 ば の 開 業 目 標 を 実 現 で き る よ う 着 実 に 整 備

を 進 め 、 適 切 な 交 通 対 策 を 講 じ て い た だ き た い 。 工 事 に あ た っ て は 、 周

辺 地 域 へ の 影 響 を 最 小 限 に 抑 え 、 地 域 住 民 に 対 し て 丁 寧 な 説 明 を 行 っ

て い た だ き た い 。 ま た 、 豊 洲 市 場 関 係 車 両 の 生 活 道 路 へ の 流 入 防 止 や 路

上 駐 車 の 禁 止 を 徹 底 し 、 周 辺 の 交 通 安 全 の 確 保 を 図 ら れ た い 。  
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（ ３ ） 都 営 浅 草 線 の 延 長 に つ い て  

鉄 道 駅 や バ ス 停 か ら 離 れ 、 山 坂 も 多 い 公 共 交 通 不 便 地 域 の 改 善 を 図

る た め 、 地 域 住 民 の 利 便 性 の 向 上 を め ざ す 対 策 と し て 、 都 営 浅 草 線 の 更

な る 延 長 、 整 備 を 図 り 、 交 通 不 便 地 域 の 解 消 に 取 り 組 む こ と を 要 望 す る 。 

 

（ ４ ） 都 が 所 管 す る 地 域 で の 工 事 案 件 の 情 報 共 有 と 安 全 配 慮 に つ い て  

東 京 都 が 所 管 す る 道 路 や 橋 梁 、 河 川 等 の 改 良 、 都 営 住 宅 の 建 設 な ど は

複 数 の 工 事 が 同 じ 地 域 に お い て 、 同 時 並 行 で 行 わ れ る こ と も あ る 。 そ れ

ぞ れ の 工 事 を 異 な る 部 局 が 所 管 す る 場 合 で あ っ て も 、 相 互 に 工 事 の 計

画 や 進 捗 を 共 有 し 、 工 事 車 両 の 出 入 り 、 通 行 止 め に よ る 迂 回 路 へ の 車 両

集 中 な ど 、 周 辺 交 通 へ の 負 荷 の 影 響 を 地 域 一 体 と し て 考 え 、 そ の 対 策 を

講 ず る こ と 。 ま た 、 地 域 全 体 の 安 全 を 確 保 し 、 住 民 が 安 心 し て 暮 ら せ る

環 境 を 維 持 す る 観 点 か ら 、 東 京 都 の 事 業 だ け で な く 、 区 市 町 村 や 民 間 企

業 に よ る 周 辺 の 開 発 な ど の 工 事 に つ い て も 情 報 収 集 を 行 う こ と で 、 把

握 に 努 め 、 相 互 に 調 整 で き る 体 制 を 構 築 す る こ と 。  

 

（ ５ ） 調 布 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ４ ・ 17 号  狛 江 仙 川 線 の 交 通 安 全 対 策 と 早 急

な 整 備 に つ い て  

調 布 市 西 つ つ じ ケ 丘 四 丁 目 か ら 同 市 入 間 町 一 丁 目 に か け て の 、 調 布

都 市 計 画 道 路 ３ ・ ４ ・ 17 号  狛 江 仙 川 線 整 備 事 業 に つ い て 、こ の 区 間 は 、

南 北 の 移 動 を 支 え る 重 要 な 幹 線 道 路 で あ り 、 近 隣 自 治 体 を 含 む 広 域 的

な 交 通 の 要 所 と な っ て い る 。 昨 今 、 特 に 電 動 ア シ ス ト 自 転 車 の 通 行 増 加

や 、 朝 夕 ラ ッ シ ュ 時 の 交 通 渋 滞 な ど に よ り 、利 用 者 の 安 全 性 確 保 が 深 く

求 め ら れ る 状 況 と な っ て い る 。こ う し た 点 を 踏 ま え 、 こ の 路 線 整 備 の 優

先 順 位 を よ り 高 め て い た だ け れ ば 地 域 全 体 の 交 通 環 境 の 向 上 に つ な が

る の で は な い か と 期 待 し て お り 、 検 討 し て い た だ き た い 。  

 

６  河 川 対 策 に つ い て    

（ １ ） 呑 川 の 整 備 に つ い て  

雑 草 等 が 遊 歩 道 側 に 張 り 出 し 、 道 幅 を 狭 く し て い る た め 、 定 期 的 な 整
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備 を 行 い 安 全 性 の 確 保 に 努 め て ほ し い 。 ま た 、 休 憩 場 所 も 設 置 し て ほ し

い 。 以 前 か ら 呑 川 に 対 す る 汚 染（ 悪 臭 、 景 観 ） に つ い て 数 度 の 改 善 意 見

を 提 出 し て い る が 未 だ に 改 善 さ れ て い な い 。 川 に 浮 遊 す る ゴ ミ の 撤 去

（ 回 収 ） を お 願 い し た い 。 オ イ ル フ ェ ン ス で 下 流 に 流 れ な い 措 置 を し て

い る が 、 フ ェ ン ス は ま れ に し か 設 置 さ れ ず 不 十 分 で あ る 。 毎 日 、 呑 川 を

見 て い る が ゴ ミ が 大 量 に 浮 遊 し て い る 。 目 黒 区（ 上 流 ） か ら 流 れ て く る

も の も あ る 。 舟 で 回 収 す る な ど し 、 少 な く て も 景 観 を 保 っ て ほ し い 。 現

状 、 ユ ス リ カ 発 生 後 に 川 を 清 掃 す る 等 の 対 応 を 行 っ て い る と 感 じ る が 、

予 防 と し て 発 生 し な い よ う に す る な ど の 対 策 も 行 っ て も ら い た い 。 ま

た 、 中 小 河 川 に つ い て 、 適 切 な 維 持 管 理 の 支 障 と な る た め 新 た な 暗 渠 化

は 行 わ な い と の こ と だ が 、 特 に 緑 が 丘 駅（ 目 黒 区 ） 付 近 か ら 中 原 街 道 と

交 差 す る あ た り ま で の ユ ス リ カ は 酷 く 、 暗 渠 化 を 検 討 し て も ら い た い 。 

 

７  そ の 他    

（ １ ） 交 番 に つ い て  

町 会・ 自 治 会 内 に 交 番 が 設 置 さ れ て い る が 、警 察 官 が １ 日 中 巡 回 中 で

不 在 が 多 い 。 地 域 の 安 全 た め に 、 警 察 官 の 増 員 を 要 望 す る 。  

 

（ ２ ） 羽 田 空 港 の 着 陸 進 路 の 変 更 に つ い て  

高 輪 地 区 上 空 を 低 空 飛 行 で 毎 日 通 過 し て い る 。 低 空 飛 行 に よ る 騒 音

問 題 や 落 下 物 な ど の 危 険 性 を 感 じ て い る 。 国 の 問 題 で は あ る が 、 安 全 、

安 心 な ま ち と す る た め 、 羽 田 空 港 の 着 陸 進 路 の 変 更 に つ い て 要 望 す る 。 

 

（ ３ ） 都 営 ア パ ー ト の 管 理 手 法 の 見 直 し に つ い て  

  入 れ 替 わ り の あ る 住 人 に よ る 維 持 管 理 で は な く 、 東 京 都 に よ る 永 続

的 な 維 持 管 理 シ ス テ ム の 構 築 を し て ほ し い 。  
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（ ４ ） 豊 洲 市 場 の 土 壌 汚 染 対 策 に つ い て  

豊 洲 市 場 に つ い て 、 風 評 被 害 を 払 拭 す る た め に も 、 引 き 続 き 、 空 気 や

 地 下 水 質 に 関 す る 情 報 や 安 全 性 に 関 す る 発 信 等 を 積 極 的 に 行 っ て い た

 だ き た い 。  

 

（ ５ ） 野 生 動 物 被 害 対 策 に つ い て  

近 年 、住 宅 地 や 通 学 路 周 辺 で ハ ク ビ シ ン や ア ラ イ グ マ の ほ か 、熊 や 猿

と い っ た 野 生 動 物 の 目 撃 情 報 が 寄 せ ら れ て お り 、 生 活 へ の 不 安 や 安 全

面 へ の 懸 念 の 声 が 上 が っ て い る 。  

こ れ ら の 野 生 動 物 は 広 範 囲 に 行 動 す る 特 性 が あ る た め 、 被 害 は 一 つ

の 市 町 村 に と ど ま ら ず 、 複 数 の 市 域 に ま た が っ て 発 生 し て い る ケ ー ス

も 見 受 け ら れ る 。 し か し 、 現 状 で は 各 市 が 個 別 に 対 応 し て お り 、 効 果 的

な 対 策 が 取 り に く い の が 実 情 と な っ て い る 。  

住 民 の 安 全・ 安 心 を 守 る た め に は 、 東 京 都 が 広 域 的 な 視 点 か ら 主 体 的

に 取 り 組 み 、実 態 の 把 握 や 被 害 防 止 策 、 情 報 共 有 体 制 の 整 備 を 進 め て い

た だ く 必 要 が あ る 。  

そ の た め 、 都 に お い て 、 野 生 動 物 被 害 対 策 に つ い て 主 導 的 な 役 割 を 果

た し て い た だ け る よ う 、 当 連 合 会 と し て 強 く 要 望 す る 。  



東京都知事 小池 百合子 様 
 
 
 
 
 
 

要  望  書   
（令和８年度） 

 
 
 
 
 
 

               令和７年１１月１９日 
 
 
               東京都新宿区四谷本塩町４番３７号 
               東京司法書士会 
               会 長   千 野 隆 二 
                
                









1



自治体名 実施状況 備考 地域 都道府県 自治体名
千代田区 × 北海道 北海道 岩内郡共和町
中央区 × 青森県 つがる市
港区 × 宮城県 角田市
新宿区 × 秋田県 能代市
文京区 × 福島県 双葉郡双葉町
台東区 × 栃木県 那須塩原市
墨田区 〇 埼玉県 入間市
江東区 〇 鴨川市
品川区 〇 東金市
目黒区 × 石川県 能美市
大田区 〇 静岡県 掛川市
世田谷区 × 三重県 志摩市
渋谷区 × 京都府 京都市
中野区 〇 吹田市
杉並区 × 豊中市
豊島区 × 姫路市
北区 × 丹波市
荒川区 〇 宝塚市
板橋区 × 奈良県 宇陀市
練馬区 〇 広島県 広島市
足立区 〇 山口県 宇部市
葛飾区 × 徳島県 三好郡東みよし町
江戸川区 〇 高知県 長岡郡大豊町
八王子市 〇 福岡市
立川市 〇 直方市
武蔵野市 〇 伊万里市
三鷹市 〇 嬉野市
青梅市 〇 熊本県 八代市
府中市 × 鹿児島市
昭島市 × 肝属郡南大隅町
調布市 × 志布志市
町田市 × 中種子島町
小金井市 〇 日置市
小平市 × 那覇市
日野市 × 中頭郡読谷村
東村山市 ×
国分寺市 ×
国立市 ×
福生市 ×
狛江市 ×
東大和市 ×
清瀬市 〇

東久留米市 ×
武蔵村山市 〇
多摩市 ×
稲城市 ×
羽村市 〇

あきる野市 ×
西東京市 ×
瑞穂町 ×
日の出町 ×
檜原村 ×
奥多摩町 ×

郵送キャッシュレス化対応自治体    （令和7年10月1日時点 東京司法書士政治連盟調べ）
東京都 全国

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州

福岡県

佐賀県

鹿児島県

沖縄県

千葉県

大阪府

兵庫県
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令和７年１１月１９日 

 
東 京 都 知 事 

小 池 百 合 子 様 

 

 
(公社)東京都宅地建物取引業協会 

会 長  桑 原 弘 光 

 

令和８年度東京都予算等要望書 
 

 

 

 向寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 本会は、公益法人として幅広く都民の方々の利益の保護と宅地建物の流通の円

滑化を推進する事業を行い、御都をはじめ行政とも日常的に連携・協力して事業

を実施しており、一方で、行政へのご要望もその都度させて頂いております。 

 今般、別紙のとおり、要望書を取りまとめましたので、令和８年度の予算・施

策の実施に当たり、実現方につきましてご配慮頂きますよう、宜しくお願い申し

上げます。 
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団体名 （公社）東京都宅地建物取引業協会 

 

 

要  望  事  項 

１．地域の特色等に合わせた効果的な空き家対策の推進について 
 

 令和５年住宅・土地統計調査によれば、全国の空き家約９００万戸で、都内の空き

家は約９０万戸となっており、市場流通可能な空き家がその多くを占めているものの、

相続問題が未解決な空き家や古くて不便な立地の空き家、壊れた空き家なども一定程

度存在しています。このように、空き家は様々なタイプがあるとともに、地域によっ

て事情が異なっており、地域の特色等に合わせた効果的な対策を講じることが重要で

す。 

 特に、都内の西多摩地域等においては、活用されていない空き家が多く、そうした 

空き家を例えば、移住・定住用に活用するなど、自治体や民間事業者等と連携して、

空き家を地域の課題解決につなげていく取組を支援していく必要があります。 

一方で、家財等の残置物が放置されたまま売却や賃貸等の活用につながらないケー

スや、昨今の除却費用の高騰による金銭的負担等から解体が進まないケースも見られ

るため、行政による後押しが欠かせません。 

 そこで、御都におかれては、引き続き区市町村と連携し、民間事業者等による空き

家の地域資源としての活用支援により、地域の特色に合わせた取組などを促進すると

ともに、民間事業者による空き家活用の取組が進むよう、積極的な普及啓発に努めて

いただきたい。加えて、家財整理や解体に対する財政的支援についても一層の充実を

図られたい。 

 また、空き家について、もう少し深掘りすると、都内に居住する空き家所有者の都

外にある実家の空き家の解消等も切実な問題といえます。 

東京都が設置している東京都空き家ワンストップ相談窓口では、都内に居住する方

からの相談を受け付けており、その中には、相続した実家の売却や活用方法等に関す

る相談も多く寄せられています。空き家となった地方の実家をどう処分、活用するか

は、地元の自治体や不動産業者が直接関わることが好ましいといえ、都内に居住する

空き家所有者と地方の空き家が所在する地元の自治体や不動産業者とを橋渡しする役

割も重要と考えます。 

こうした状況等に鑑み、御都におかれては、当協会を含めた不動産業界と緊密に連

携して、都内の空き家のみならず、都内居住者が所有する地方の空き家問題にも資す

る効果的な空き家対策の取組を推進されたい。 
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団体名 （公社）東京都宅地建物取引業協会 
 

 

要  望  事  項 

２．民間賃貸住宅における家賃等負担の軽減に資する対策などの推進について 
 

 不動産情報サービスの民間企業調査によれば、今年 5月の東京２３区の賃貸マンシ

ョン・アパートの平均家賃は、前年同月に比べ増加し、上昇傾向が続いています。ま

た、東京都下においても、東京２３区と価格差はあるものの、同様の傾向が見られま

す。とりわけ、東京２３区のファミリー世帯向け賃貸住宅の平均家賃は、２０万円を

大きく超えて、隣接県との家賃格差が拡大し、子育て世帯等の都外転出を加速させる

要因となっています。 

 こうした状況等を踏まえ、都は今年度、官民連携ファンドを創設し、子育て世帯等

が手頃な価格で安心して住むことができる「アフォーダブル住宅」の供給を推進する

こととしています。これは、新たな住宅政策のモデルと位置付けられており、取組の

成果が期待されるところです。 

 しかし一方で、住宅費の高騰が続く中で、住まいの困窮など都民の住環境に関わる

課題は山積しています。特に、高齢者、障害者、生活保護世帯等の低額所得者など、

住宅の確保に特に配慮を必要とする方々が、住み慣れた環境や地域コミュニティの中

で、東京に安心して住み続けられるよう、住宅セーフティネットとしての機能を充実

させることが求められています。現在都では、既存の民間賃貸住宅を活用した「東京

ささエール住宅」の取組を推進しているが、供給戸数が限定的で、要配慮者の住宅ニ

ーズに十分応えられていないのが実情です。 

 そこで、御都におかれては、「東京ささエール住宅」で家賃低廉化補助を実施する

自治体を拡大するなどの支援の拡充や借主への家賃補助制度の新設等、民間賃貸住宅

における家賃等負担の軽減に資する対策を講じられたい。 

加えて、住宅セーフティネット法の改正を踏まえ、新たに創設される居住サポート

住宅についても、区市町村と連携して、住宅セーフティネットの柱とされたい。 
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団体名 （公社）東京都宅地建物取引業協会 

 

 

要  望  事  項 

３．宅建業の免許申請等におけるデジタル化の促進に向けた支援・取組について 

 

 宅建業における大臣及び都知事の免許申請や宅地建物取引士の登録申請等は、当協

会の会員企業の業務・都民に密接に関係した手続であり、これらの手続のデジタル化

については、国が開発した手続業務一貫処理システム（eMLIT）により、令和６年５月

から大臣免許において稼働を始め、その後、令和７年１月から都知事免許において、

また、同年３月から宅地建物取引士の登録等において、それぞれオンラインによる申

請受付が開始されました。 

 しかしながら、現在、オンライン申請等手続の利用が、申請者に浸透しているとは

いいがたい状況にあります。その一因として、現在稼働しているシステムには、申請

者の利用普及、利便性向上のために不可欠な申請手数料の電子納付機能の導入が遅れ

ていることが挙げられます。 

申請手数料に関しては、別途、直接窓口で納付するか、現金書留で郵送する必要が

あり、利用者に不便を強いているのが現状です。また、申請者の利便性向上に寄与す

るようなシステム改修も十分には行われていないことから、当協会の会員企業を含め、

利用者の意見を吸い上げながら、安全安心でより使いやすいシステムとなるよう不断

の見直しを行っていくことが重要です。 

 こうした状況等を踏まえ、御都におかれては、申請者の利便性向上に不可欠な電子

納付機能を早期にシステムに追加することや現行のシステムにおける課題の解決策を

反映したシステム改修を行うこと等を国に強力に働きかけるとともに、都独自の利用

促進に向けた普及啓発に努められたい。 

 一方、令和７年５月に改正マイナンバー法が成立し、マイナンバーカードの利用が

可能となる事務に宅建業の免許が入り、加えて、国家資格である宅地建物取引士も追

加されることになりました。これらの事務でマイナンバーカードがどのように活用さ

れるか国による制度設計や情報連携等の仕組みづくりはこれから始まります。 

 御都におかれては、今後の国の動向を注視しつつ、当協会とも連携して必要な要望

活動を行うなど時宜を得た対応に努め、デジタル化の促進に向けた取組をお願いした

い。 

 

 



令和７年１１月１９日 

 

東京都知事 小池 百合子 様 

 

 
住所    東京都新宿区西新宿７－８－１０ 

                         オークラヤビル２Ｆ 

法人名  社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 

                （東京都手をつなぐ親の会） 

代表者名   理事長（会長）   立原 麻里子   

 

 

 

令和８年度予算等要望について 

 

 

ここに、令和８年度の東京都における福祉・教育・雇用などに関する予算等

要望をあげさせていただきます。 
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要望項目 

（１）福祉局 ＜重点項目＞ 

社会情勢の変化に鑑み、障害者グループホーム家賃助成の拡充をお願

いします。 

 

（２）福祉局 ＜重点項目＞ 

重度知的障害者や強度行動障害のある人が利用できるグループホー

ムを増設するために、都有地提供ならびに人材育成のための研修の充実

をお願いします。 

 

（３）福祉局 ＜重点項目＞ 

新たな医療費助成（愛の手帳３度・４度）の仕組みをご検討ください。 

 

（４）産業労働局 

    障害者雇用率未達成企業への指導強化をお願いします。 

 

（５）総務局 

    東京都における知的障害者の雇用について、対象者と職場の拡大をご

検討ください。 

 

（６）教育庁 ＜重点項目＞ 

教員の専門性向上に向けたさらなる取り 組みをお願いします。 

 

（７）教育庁 

教員不足の解消に向けた早急な取り 組みをお願いします。 
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【解説】 

（１）福祉局 

ここ数年の物価や地価の上昇がグループホームの家賃設定にも影響を及ぼして

いる中、東京都では、国制度の家賃助成 10,000 円（非課税者対象）に加え、区市

町村包括補助事業等の中で、所得が月額 73,000 円未満の人には 14,000 円、同じく

所得が月額 73,000 円から 97,000 円の人には 2,000 円の家賃を助成していますが、

平成 23 年 10 月から 10 年以上、助成金額が変わっていません。 

グループホームの家賃が高いのは、東京都ならではの課題です。そのうえ、他の

障害に比べて知的障害者の収入が低いことは、東京都の福祉保健基礎調査「障害者

の生活実態」の結果でも示されています。グループホームに居住し就労継続支援 B

型で働いている知的障害者の一般的な収入内訳は、障害基礎年金 2 級と工賃、区市

町村の福祉手当です。この収入の中から家賃、食費、光熱水費、日用品費、給食費

の他に医療費（愛の手帳３・４度の者）、小遣い（余暇活動参加費等）、携帯電話代、

被服費などが必要となり、近年特に物価高騰が続く中、健康で文化的な生活を営む

のは困難です。 

毎年の要望に対して、東京都からは「所得補償の問題」との回答をいただいてい

ますが、年金や工賃に、物価や光熱水費の上昇に追いつくほどの増額は望めません。

収入が少ないことに加えて生活を維持するための支出が多いことが問題であるの

で、家賃額に応じた助成をすることも一案ではないでしょうか。 

また、昨年度、東京都は「家賃助成算定基準の収入に、工賃は含めない」という

見解を示され、いくつかの区市では工賃を収入に含めないことになりましたが、未

だ対応できていない区市が見受けられます。すべての区市町村で同じ対応がなされ

るよう、東京都からの後押しをお願いします。 

入所施設からの地域移行促進や保護者の高齢化によりグループホーム利用者が

増えることも鑑み、収入が少ないために入居をあきらめることなく、親の支援がな

い状態でもグループホームで暮らし続けられるよう、助成を拡充してください。 

 

（２）福祉局  

 東京都では障害者グループホームの設置が進んでいるものの、重度知的障害者や

強度行動障害の状態にある人など、手厚い支援が必要な人を受け入れることので



3 
 

きるグループホームがまだまだ不足しています。親子の高齢化への対応や入所施

設からの地域移行の受け皿がなく、住み慣れた地域で暮らし続けることが困難な

状況です。 

重度の人を受け入れるには、一定の広さのある建物と、障害特性に応じた支援を

提供できる人材の育成が必要です。区市町村に対して、一定の広さの土地を確保す

るための都有地のさらなる情報提供とともに、地元地域との調整に関する支援を

実施し、早急に重度知的障害者の居住の場の確保をお願いします。 

また同時に、利用者支援の困難さが退職の理由（原因）になることもあるので、

職員の離職を防ぐためにも支援力の向上は不可欠です。今年度、国の中核的人材養

成研修に加えて、都の新規事業として強度行動障害対応力向上研修が始まったこ

とは大変ありがたく受け止めています。この研修を修了した支援者が、施設や地域

において中核的に活躍できる人材となることを期待していますが、研修において

は、人数ありきではなく、ていねいな研修とともにアフターフォローも必須と思わ

れます。今回東京都での研修は全国に先駆けての実施であることからも、適切な受

講者数による研修効果担保という点に視点を置き、全国のモデルとなるような形

になることを望みます。強度行動障害支援者養成研修から始まる一連の研修で支

援者が着実にステップアップし、都内各地域において強度行動障害のある人たち

への支援体制が確実に構築され、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよ

う、研修体制のさらなる拡充をお願いします。 

 

（３）福祉局 

 毎年の要望に対して、都からは「心身障害者（児）医療費助成制度」は、重度心

身障害者の医療の困難性とその経済的な負担が大きいことに着目して公費助成を

行っているとの回答をいただいています。しかしながら、知的障害者は他の障害に

比べて収入が少ないことは東京都の福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」の結果

からも明らかで、一般の人と同じ３割負担では負担が大き過ぎます。収入の少ない

愛の手帳 3・４度の人には、負担割合の低減や自己負担金上限の設定など、新たな

軽減措置をご検討ください。 

 

（４）産業労働局 

  令和６年度障害者雇用状況調査によれば全国も東京都もこれまで最高の障害者
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雇用数、雇用率となっている。しかし、東京の雇用率は２．２９％（前年２．２１％）

と未達成状況であることに変わりなく、全国で比較すると低い水準となっています。

達成企業の割合でも３０．５％（前年３４．４％）と昨年度より３．９％上昇して

いますが、引き続き全国ワースト１位です。 

これまで要望してきた企業支援や指導を通して働ける場のさらなる確保、拡充だ

けでなく、抜本的な改革が必要であると考えます。特に雇用率未達成企業１７，３

６９社（前年１５，３５０社）のうち、４０人以上３００人未満の企業が１４，２

９４社（８２．２％）（前年８２．９％）を占めています。このうち障害者の雇用

が０の企業が９，７６６社（６８．３％）（前年６８.６％）に上ります。中小企業

への雇用啓発は様々行われていますが、未達成企業が積極的に参加できるような、

より効果的な方法について検討してください。 

令和８年７月には法定雇用率が２．７％に上がる予定であることを鑑み、現状を

首都東京の問題として捉え、国による改革ではなく東京都独自の改革案策定をお願

いします。 

 

（５）総務局 

都庁において知的障害者が働くということは、広く社会や民間企業に与える影響

が大きいと思われます。知的障害者のさらなる雇用促進のため、チャレンジ雇用の

対象者が増えるよう採用方法や業務内容について検討してください。現状のチャレ

ンジ雇用の職種は事務業務が多いので、都庁だけではなく、都立施設などを活用し

ながら、職種のバリエーションを増やし、より効果的なチャレンジ雇用となるよう

検討してください。特に、教育庁は雇用率未達成なので、都立学校での採用などに

積極的に取り組んでいただきたいです。また、区市町村で障害者雇用の進捗状況に

ばらつきが見られ、雇用率が未達成の自治体もあります。取り組みが低い区市町村

に対して、障害者雇用に取り組むことと共に、知的障害者の雇用を積極的に進める

よう働きかけてください。 

 

（６）教育庁  

特別支援学校や特別支援学級の児童・生徒数が増えている背景には、一人ひとり

に合った適切な支援を受けることで、子どもの持つ最大限の能力（子どもの持てる

最大限の力）を引き出したいと希望する保護者の願いがあります。こうした保護者
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の願いを叶えるためには、インクルーシブ教育の推進とともに、通常学級における

支援体制を充実させる必要があります。 

これまで行われてきた「異校種期限付き異動」や「短期人事交流」の活用によっ

て、特別支援学級や通常学級教員の専門性の向上を図るとともに、障害者支援の現

場で行っている「強度行動障害支援者養成研修」の積極的な受講や、同様の研修カ

リキュラムを教職員研修センターで実施する等の方策を講じることで、教員の専門

性向上への取り組みをさらに進めてください。 

また、共生社会の実現のためには、通常学級の教員・児童生徒の障害理解が不可

欠です。通常学級においてもインクルーシブ教育について考え、理解を深める機会

を増やし、障害理解を進めてください。 

 

（７）教育庁 

教育庁では、教員確保策として「学校における働き方改革推進に向けた実行プロ

グラム」を策定し、働き方改革に取り組んでいるとのことですが、それだけでは優

秀な教員の確保には間に合わないと思われます。早急な処遇改善・環境改善により

教員の確保をお願いします。 
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令和 7 年 11 月 19 日 

 

東京都知事 

小池 百合子 様 

                 

 

一般社団法人 東京都肢体不自由児者父母の会連合会 

 

東京都におかれましては、日頃より肢体不自由児者および当連合会に対しましてご理解、

ご支援を賜り深く感謝申し上げます。 

障害児者が地域で安心して暮らせる社会の実現に向けて、様々な施策を推進していただき、

障害児者を取り巻く環境は整備されてまいりました。 

しかしながら障害福祉サービスならびに医療現場における人材の不足が、肢体不自由児者

と家族の日々の生活に大きな影響を及ぼしております。人材の確保・育成と共に、更なる処

遇改善に力を入れ定着を図っていただきたいと思っております。 

障害がある人もない人も、すべての人が安心して暮らせる共生社会の実現に向け、なお一

層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【重点要望項目】 

 

1. 都立療育センターについて 

 

① 医師・看護師の確保と定着について 

府中療育センターや東部療育センターの短期入所で医師や看護師の確保が困難と

の理由で短期入所の受け入れが制限されている状況が続いております。都立療育セ

ンターの短期入所が一日でも早く制限なく利用できるよう、医師および看護師の確

保をお願いいたします。 

 

短期入所は、在宅で生活する障害児者および家族にとって欠かせない障害福祉サー

ビスのひとつです。しかしながら医療的ケアがある重症心身障害児者が利用できる地

域の福祉型短期入所は限られており、都立療育センターの医療型短期入所しか利用で

きない人も多く、その利用が制限されるということは、家族の負担の増大と直結しま

す。 

現在、影響を受けているのは、主に短期入所ですが、療育センターの他の機能を維

持するためにも、医師・看護師の確保が欠かせません。既に対策を講じてくださって

おりますが、一層の施策を講じ、都立療育センターの医師・看護師および専門職の確

保に努めてください。 



2 
 

 

② 成人医療移行外来の設置について 

都立療育センターに、18 歳以上での「成人医療移行外来」を設置し、情報提供・連

携などを円滑に進め、医療的ケア者を含む重症心身障害者が切れ目のない医療を受け

られるよう丁寧な地域医療への移行を進めてください。 

成人期において成人を専門に診療する医療機関の受診の必要性は理解しておりま

すが、主に療育センターを受診してきた重症心身障害者の診療に慣れた医師や対応で

きる看護師は、地域の中には少なく、地域の医療機関への移行はスムーズにいってお

りません。 

特に、在宅で暮らす成人の重症心身障害者では、急な体調不良の際の入院先を探す

ことが大変困難です。都立病院で積極的に成人の重症心身障害者の入院の受け入れを

行うとともに、地域の民間病院でも入院が容易になるよう、成人医療移行外来を都立

療育センターに設置し、確実に入院できる病院が見つかるまで移行の相談に対応して

ください。 

 

2．福祉人材の確保について 

 

福祉に携わる仕事をする人全体の処遇改善のための施策を一層すすめてください。

とりわけ夜勤が必要な仕事を行う人に対し、直接的な補助がうけられるような施策を

講じ、人材確保の取り組みが進むよう支援をお願いいたします。 

東京都では福祉人材の確保・定着のために様々な施策を行っていただいております

が、現状では人材は不足しており、利用したくても十分なサービスが受けられない状

態が続いております。 

夜勤のできる介護職員が少ないために週末家庭に帰らざるを得ない状況のグルー

プホームもあり、障害児者を介護する家族の高齢化が進み介護力が低下する家庭にと

って大きな負担となっています。既存の短期入所でも人手不足のためにすべてのベッ

ドの利用が制限されているところもあります。また、夜勤を必要とする障害者グルー

プホームや短期入所などの新規開設は、要望が多いにもかかわらずなかなか進みませ

ん。 

福祉の仕事のやりがいや魅力だけでなく、収入面においても他の産業に見劣りのし

ない報酬を可能とし、多くの人材に福祉の仕事に参入してもらえるよう、東京都とし

てご支援をお願いいたします。 

以上 



令和 7 年１１月１９日 
東京都知事 小池百合子殿 

特定非営利活動法人東京養育家庭の会 
            能登 和子 

 

令和 8 年度の施策及び要望書 
  
 平素より、社会的養護の下にある子供たちの養育に関し、一方ならぬご尽力をいただい
ており、心から感謝申し上げます。 
 東京都は昨年度、令和７年度からの新たな社会的養育推進計画を策定しました。 
この推進計画を実践していくための課題である、家庭的養育の推進と子供のパーマネンシ
ー保障・自立に向けた具体的支援の検討のため、東京都児童福祉審議会専門部会では「里
親等委託の推進に向けた検討」が始まっています。 

里親への委託推進は大切ですが、委託された後、途中解除（委託当初の目的を達するこ
とができずに養育が継続できなくなるような解除）のないことも子供にとって適切な養育
環境を保障するために重要です。そのためにも行政と里親が共に努力し協力していく必要
があると考えます。 

東京都福祉局では「令和７年度東京都社会的養護自立支援協議会」が発足し、社会的養
護経験者にアンケート調査を行い、その結果から今後の自立支援の方向が検討されようと
しています。このアンケートは継続して取り組まれており、現在の自立支援体制を作り上
げる上で参考となっていることから、多くの元委託児童が協力できるよう当会でも働きか
けていきます。 
 昨年度モデル実施された「意見表明等支援員導入に向けたモデル事業（養育家庭）」で
は十分にモデル実施の効果が示されず、報告の中では「措置内容に関する意見を中心とし
た事業との受け止めが見られるため、措置変更を懸念する養育家庭への丁寧な説明が引き
続き必要となる」と、まとめられているにすぎず、本実施に向けての方向が明確にされて
いない状況です。 
 今年度より、東京都の全児童相談所にフォスタリング機関が設置されました。設置され
た年数が異なり、里親子への対応に差異が見られることは仕方がないことですが、東京都
として成功例を共有し学び合える状況を構築してください。 
 
 また、当会では令和 8 年 7 月 12 日に明治学院大学をお借りして、全国里親会第７２回
関東甲信越静里親協議会研修大会を開催します。東京都には特別区児童相談所と協同して
財政的にも人的にもご支援をお願いできますと幸いです。 

小池都知事におかれましてはご多忙の事とは存じますが、ご臨席いただきお言葉を頂け
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れば家庭に恵まれない子供たちと日夜奮闘している私たち里親の大いなる励みとなりま
す。 

尚、ファミリ―ホームも令和 8 年 8 月 3 日帝国ホテルにてファミリーホーム全国研究大
会を予定しています。 
詳細は担当者からご相談させていただきますのでよろしくお願いいたします。 
 
１．東京都養育家庭制度に対する要望 

１）東京都は令和 7 年・8 年にかけて「里親等委託の推進に向けた検討」を児童福
祉審議会専門部会で開始しました。里親委託推進に向けた里親支援専門相談員
の役割として、児童養護施設等内の里親委託候補児童の選定や委託後の支援が
あげられます。東京都は里親支援専門相談員を全児童養護施設及び乳児院に配
置できるように働きかけて下さい。 

２）レスパイトは事前の申請が必要ですが緊急の場合は事後報告を認めてくださ
い。また、レスパイトは里親同士での預かりが優先となっていますが、高齢児
については児童養護施設の利用ができるようにしてください。 

３）バディーチームや家事育児支援を利用したい里親は、低年齢の子供を養育する
家庭が多く、緊急を要する場合が多々あります。しかし緊急時の利用は困難で
す。緊急時には里親が自ら選んだ家事援助事業者など民間の事業所を利用でき
るよう変更してください。 

４）自立を控えた委託児童にとって、自立支援相談員の存在は高く評価されていま
す。 

  高齢児の多いフォスタリング機関には複数配置をお願いします。 
５）未委託家庭や定員割れのファミリーホームへの委託促進をお願いします。 
６）委託児童の児童票の保管期間は５年になっていますが、解除後時間が経過して

からルーツを知りたくなる元委託児童もあることから壮年に達するまでは保管
期間を延長してください。 

７）一時保護委託中の通学が柔軟になってきて電車での通学も認められ実施されて
います。電車通学のための費用を支弁してください。 

８）ファミリ―ホームの認定基準を国に準じてください。 
 

２．児童相談所に対する要望 

１）児童相談所の担当者は里親家庭の実子への支援も委託児童と同様に行ってくだ 
さい。 

２）委託児童名義の口座開設が困難です。口座開設がスムーズに進められるように 
配慮してください。 

３）委託家庭が他県に転出または他県から転入した場合、児童相談所間の情報共有 
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をおこなってください。 
４）措置延長の基準を明確にするとともに、里親子に理解できるよう説明してくだ

さい。 
５）実親家庭に復帰をする子供の意見、一時保護委託中の子供の措置に関する意見

を丁寧に聴取してください。 
   ６）外国籍の委託児童につて 
     外国籍の委託児童の身分保障について、委託後に日本国籍取得、入管手続き等を

里親が行うのは困難です。委託前、委託後においても児童相談所の配慮をお願い
します。同時に、委託後の在留資格取得についても里親が行うのは困難がありま
す。児童相談所の子供担当児童福祉司が責任をもって行ってください。また更新
料の支弁もお願いいたします。 

７）児童相談所の子供担当児童福祉司は委託児童に関わる情報に熟知し里親子の対
応に当ってください。 

   ８）児童相談所への連絡を電話だけでなくメールや SNS 等で履歴が残る方法を取っ
てください。 

 

３．養育委託費について 
１）高校生の措置費の見直し 
   高校生の委託が増加しています。 

            高齢児からの委託は特に金銭的負担が増加しています。 
〇補習費 

    児童人口の減少や高等学校の多様化により、養育家庭宅で育つ中学生の高校 
進学は、ほぼ全入といえます。同時に委託児童の大学進学も増加しています。 

    大学受験を前提とした子供にとって現在の補習費では不足です。 
  高校生の補習費を増額してください。 

〇高校生の一般生活費の増額 
    一般生活費については幼児から高校生までが同額ですが、高年齢児童と幼児 

では、食事量・弁当代・衣類費等かかる費用が大いに違います。年齢に見合っ 
た支弁としてください。 

〇特別育成費 
          学校生活等での連絡手段として、高校生にとってスマートフォンの所持は 

欠かせません。携帯電話会社の調査では、中学生のスマートフォン所持率が 80％ 
を超えています。このような状況を鑑み、スマートフォンの機種代・利用料を別 
途支弁してください。 

    部活費は別途支給してください。 
    教科書代は別途支給してください。 
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〇見学旅行費（修学旅行） 
      物価高騰の折、公立高校であっても現行の支弁では不足です。発達障害やその   

他の理由で私立高校やフリースクール等に通学する子供は増加しています。 
そうした学校は海外への修学旅行を実施している所が多く見られます。 
見学旅行費を実費支弁にしてください。 

 ２）障害を持つ子供のための要望 
発達障害と診断された委託児童が増加しており、その対応に苦慮しています。 
〇幼児期から発達障害に特化した塾に通塾することで、その後の学校生活に有効

であるとの報告があります。通塾の費用を補助してください。 
    〇発達特性等により通塾できない子供がいます。そうした子供のために家庭教師

を認めてください。 
    〇障害のある子供のフリースクールの費用を補助してください。   
    〇障害者手帳を持つ委託児童が障害者雇用枠を利用して就職しグループホームに

変更する際、転居費用が掛かります。就職支度金を支弁してください。 
３）小学校・中学校では修学旅行の他にも宿泊行事を実施している学校があります。そ

の費用の支弁をしてください。 
  ４）小学生の塾費を増額してください。 
  ５）生活指導訓練費を増額してください。 
 
４．その他 
  １）購入時のポイントの扱いについて 
    近年、買い物時の支払いでは、クレジットカードや電子マネーなどのいわゆるキャ

ッシュレス決済が増加し、そこには支払金額に応じたポイントが付与されます。立
替金の清算時にポイントを差し引いての申請書作成の手間を軽減してください。  
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東京都知事 小池百合子 様 
2025/11/19 

【要望書】認証学童の普及促進と運営環境の整備に関する要望 
東京都学童保育協会 

 
 

2025年度より開始された認証学童制度について、「常勤職員の増加」「こどもの意見を運営に反映するこ
と」「自由な活動の推奨」など、学童保育の質の向上において実のある、非常に意義深い制度であると感じて
おります。 

制度導入以降、現場では支援員の意識向上やこどもたちの主体的な活動の広がりなど、良い変化が生まれて
おり、こどもたちにとってもより安心で豊かな放課後の時間が実現しつつあります。 

この制度の実現と推進にご尽力いただいた東京都に、心より感謝申し上げます。 
 ◼全体的な要望 

１．認証学童の普及促進および広報支援について 
50ヶ所で認証学童が開始されたこと、現場にも良い影響が広がり始めていることを心強く感じております。 
今後、認証学童が「放課後の新しいあたりまえ」として広く定着していくよう、都としてもメディア発信や広
報活動等を通じて積極的なPRを実施していただきたくお願いいたします。 
 
２．公設民営学童における補助金の使途の明確化と現場への確実な還元について 
一部自治体では「補助金は自治体で使用するため事業者に還元しない」との運用が見られます。 
これでは現場の質の向上に資することができません。 
都として、補助金の使途を明確にし、学童保育の現場へ確実に届くよう、各自治体への指導・助言を強化して
いただきたいと考えます。 
 
３．放課後児童支援員の研修体制および研修費用補助について 
放課後児童支援員の質の向上は、学童保育の運営の質そのものを左右します。 
支援員のスキルアップのため、保育分野で行われているような施設単位での研修費用補助制度の創設を検討い
ただきたいと考えます。 
また、資格研修については、 
・受講頻度の増加および修了までの期間短縮 
・研修修了見込み者を「みなし支援員」として認める柔軟な運用を、自治体間で統一的に適用できる仕組み 
のいずれか、または両方の実現をお願いいたします。 
 
４．認証学童制度の効果調査について 
認証制度によって、こども・支援員・保護者それぞれにどのような変化が生じたかを把握することは、制度改
善と普及に不可欠です。 
都・協会・有識者が連携し、認証制度の効果や課題を明らかにする調査を実施していただきたくお願いいたし
ます。 
 ◼公設民営学童に関する要望 
１．学校施設の活用および教育委員会との連携促進について 
放課後の校庭利用をはじめとした遊び場の確保が課題となっています。 
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小学校内学童においてはクラブ活動や地域への施設開放との時間重複、校外に設置された学童においては小学
校との距離や校庭がお借りできないことにより、屋内でしか過ごせない時間が増えてしまい、放課後の健全な
あそび環境が制限されてしまうことがあります。 
教育委員会との連携が比較的取りやすい公設民営学童においても、校庭や屋外スペースの利用が制限されるケ
ースが見られます。 
放課後の遊び場確保を学童運営の一環として位置づけ、校庭利用などの柔軟な運用を促進していただきたいと
考えます。 
 ◼民設民営学童に関する要望 
１．賃料補助制度の拡充と施設整備費補助の拡充について 
資材費や工事費の高騰により、新規設置が極めて困難な状況となっています。 
特に都心部では物件そのものが不足しており、こどもの居場所づくりが進まない現状があります。 
認証学童制度の拡充を図る上でも、民設民営学童に対する賃料補助や設置初期費用の支援を強化していただき
たく存じます。 
 
２．学校施設との連携支援について 
民設民営学童は小学校との関係構築が難しく、校庭や体育館などの利用が制限されるケースが多くあります。 
放課後の遊びや体験活動の充実を図るため、学校施設の一部を地域に開放し利用できるような仕組みを、認証
制度の枠組みの中で検討していただきたいと考えます。 
 
以上、現場の声として、今後の制度設計・運営改善の参考としてご検討賜りますようお願い申し上げます。 
 
敬具 
 
 
【東京都学童保育協会理事一覧】 
理事  株式会社東急キッズベースキャンプ 代表取締役社長 社長執行役員 島根太郎 
理事  株式会社ベネッセスタイルケア こども・子育て支援カンパニー 学童事業部 部長 田端江津子 
理事  株式会社グローバルキッズ 代表取締役 中正雄一 
理事  株式会社セリオ 放課後事業部 次長 船田周 
副会長 特定非営利活動法人Chance For All 代表理事 中山勇魚 
会長 株式会社JPホールディングス 代表取締役社長 坂井徹 
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令和 ７年１１月１９日 

 

東京都知事 

 

小池 百合子   様 

 

 

公益社団法人 東京都看護協会 

                    会 長 柳 橋 礼 子 

 

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会 

                                        会 長 篠 原 かおる 

 

 

 

令和８年度東京都予算に対する要望について 

 

 

 

日頃から東京都看護協会及び東京都訪問看護ステーション協会の事業にご理

解とご支援を賜り深く感謝申し上げます。 

 

我が国は 2040 年に向けて 85 歳以上の高齢者のさらなる増加により、医療・

看護・介護の多様かつ複合的なニーズの増加が見込まれています。また、働く世

代が減少する中、医療・看護・介護の担い手の確保は深刻な課題となっています。 

 

地域医療構想による病床再編により、療養の場が病院から地域・在宅へと移行

するため、地域包括ケアシステムの構築が進められています。「住み慣れた地域

でその人らしく暮らすこと」を支えるため、看護職には更なる専門性の発揮が期

待されています。 

 

看護職が変化する社会の期待に応えて、その専門性を高めるとともに能力を

充分に発揮できるよう、看護提供体制の基盤強化を強く要望いたします。 
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１ 新たな地域医療構想に向けた看護提供体制の構築と看護機能の強化 

 

（1）医療機関と高齢者施設や地域包括支援センター等との連携強化をめざした

専門性の高い看護職の活用 

「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」によると、今後、医療・介護

の複合的なニーズを持つ 85 歳以上高齢者の増加に伴い、在宅医療需要の

62％増加が見込まれており、こうした高齢者を初期治療終了後、地域で受け

入れていく(地域完結型医療)ためには、医療・看護・介護がこれまで以上に

連携して、高齢者施設や在宅で安心して暮らせる体制を整備していく必要

がある。そのため、引き続き地域包括ケアシステムの深化、推進に努めると

ともに、専門性の高い看護師を、地域で活用する仕組みの構築を推進された

い。 

 

① 医療依存度の高い入所者や在宅療養者に対応するため、医療機関に所属

する看護職（特定行為研修修了者・専門看護師・認定看護師）の地域での活

用への支援 

 

東京都は、専門的な資格を持つ看護職(特定行為研修修了者・専門看護師・

認定看護師)の育成支援を実施されているが、専門性の高い看護師は規模の

大きい病院に集中している現状にある。専門性の高い看護師を地域で活用

するために派遣元となる所属施設への支援を検討されたい。 

 

② 医療依存度の高い入所者を受け入れる施設に24時間看護師配置をするた

めの支援拡充 

特別養護老人ホームには夜間の看護配置が義務付けられていないため、

オンコール体制となっている。医療依存度の高い認知症高齢者の受入れや

看取りへの対応をするためにも、24時間看護師配置に向け国へ働き掛けて

いただきたい。 

 

③ 高齢者施設等の提供サービスとケアの質の標準化を目的とする東京都に

よる推進 

 また、これらの施設において、各専門職の活用とタスクシフトの推進に

向け「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」に基づく、

介護職員への医療技術の教育指導に看護師を活用されたい。 

 

④ 訪問看護・地域包括支援センターの看護職と医療機関の看護職の連携の

ための事業の推進 

医療機関から在宅療養へのスムーズな移動に向けて医療機関と地域包括
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支援センターの双方の顔の見える連携強化に向けた支援をお願いしたい。 

 

（2）医療機関と訪問看護及び多様な施設間での患者（入所者）情報の共有によ

るシームレスな体制の構築 

 地域完結型の医療を進めるために多様な施設間で患者情報の共有が図れ、

ケアが一貫して行われるようネットワークシステムの構築を推進されたい。 

 

（3）首都直下地震など自然災害や新興感染症に備えるための災害時看護支援活

動に関する支援 

 大規模災害や新興感染症に対する備えとして、法制化された災害支援ナース

養成や、令和７年度から取組みが始まった潜在看護師等の活用については、対象

者にきちんと情報が届くよう周知に努められたい。 

① 災害支援ナース養成への支援の継続 

② 潜在看護師等の活用に向けた広報活動 

 

（4）全世代の健康生活を支える医療・看護サービスの充実と地域格差の是正 

 

① 総合的なマネジメントを担うことのできる保健師の配置の推進 

 健康課題の複雑化・多様化に伴い保健師の活動領域は拡大している。地域

の健康危機管理体制を確保するため総合的なマネジメントを担う保健師の配

置を都内自治体に働きかけられたい。 

 

② 子育て支援とプレコンセプションケアへの助産師の積極的な活用推進 

  全ての男女が妊娠前から健康づくりを行うことができるよう、また、安心・

安全で健やかな妊娠・出産・産後の健康管理を支援するため、助産師の積極的

な活用を検討されたい。 

 

③ 医療的ケア児の受け入れ体制の充実 

 医療的ケア児が安全に学校教育を受けられるよう、医療的ケアを行う看護

職員(学校看護師)の確保に向けて各自治体に働きかけられたい。 

 

④ 在宅療養の質向上に向け訪問看護ステーションへの高度機器（ポータブ

ルエコー）の購入への支援 

 在宅療養患者への超音波検査は、排泄ケア、褥瘡ケアやフットケアを行う

際の質向上につながっていることから、患者の状態をアセスメントする機器

として支援を行われたい。 

 

（5）看護業務の効率化と看護情報の共有、看護の質向上をめざしたＤＸを推進

する施設への支援の拡充（重点要望） 
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看護業務はまだＤＸが進んでおらず、限られた人材で良好な看護を提供す

るために、ＡＩを含めた先端技術を活用した業務の効率化とともに、活用する

看護ＤＸ推進人材育成への支援の継続をお願いしたい。 

 

・ ＤＸ推進のための看護職への教育支援 

・ 積極的に取り組む施設への看護ＤＸ推進人材育成支援 

・ ＤＸ推進のための標準規格の策定について東京都の積極的な働きかけ 

 

 

２ 看護職の人材確保と処遇改善、生涯学習支援 

日本看護協会の調査では 2024 年度の看護職の離職率は 11.3％で前年度か

ら微減という状況であった。少子高齢化の中、2040 年に向けて看護人材を確

保するためにも看護職が専門性を高めるとともに、臨床実践能力の向上を図

り、その力を発揮していくための勤務環境改善など以下の取組みをお願いし

たい。 

 

（1）看護職の勤務環境改善と処遇改善（重点要望） 

 

① 医療機関はじめ、在宅・高齢者施設などすべての領域で従事する看護職

（公衆衛生や産業保健、産後ケア施設、訪問看護、小中高などの教育施設も

対象）の処遇改善について国への働きかけを検討されたい。 

   多くの看護職が勤務する病院は、物価高騰や働き方改革等により経営が

ひっ迫している状況にあり、看護職に対する人件費等の処遇改善や研修の

機会等への影響が多大である。東京都においては病院への支援を行ってい

るが、病院経営への支援を国にも働きかけられたい。 

 

② 看護職の働き方と学習環境に配慮した勤務体制、人事評価・賃金制度構築

を実施する施設への支援拡充等を図られたい。 

   日本看護協会の実態調査からは、「夜勤時間 72 時間を超える夜勤者」の

割合は 34.3％に達しており、病院は夜勤専従者の導入などの取組みを行っ

ているが、夜勤従事者の確保に改善はみられていない状況にある。 

   また、病院によっては産休・育休を取得している割合が１割を越える場合

があり、夜勤従事者の確保に苦労しているという事情がある。 

 

・夜勤従事者への確保に向けた支援の拡充をお願いしたい。 

 

（2）看護職の人材育成・確保と定着促進 

 

① 看護学生や経験年数の浅い看護師に対する支援の充実（重点要望） 
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現在多くの施設が看護師確保のため紹介会社を利用している状況にあるが、

就職活動を始める看護学生の段階から、ナースプラザがより身近で頼られる

ような存在となることが必要である。 

また、就職から間もない看護師であっても、勤めている職場に定着させるう

えで、メンタルサポートが必要となるとともに、今後の看護職としての歩みに

関するキャリア相談に際して、きめ細やかな対応が行えるよう、e ナースセン

ター機能の充実をお願いしたい。 

 

(ア)看護学生を対象とする就職支援の拡充 

(イ)新卒を含む看護師のメンタルサポートやキャリア相談への細やかな対応

をめざしたナースバンク事業の充実 

(ウ)看護補助者の確保・定着の促進 

 看護補助者は特に資格を必要としない職種であり、業務内容があまり知ら

れていないことから、その確保に向けて、ハローワークとの連携強化に向け

て支援をされたい。 

 

② 地域・在宅医療を支える人材確保・定着 

(ア)自治体保健師の人材確保・定着 

  自治体保健師定着への課題として、必要な採用数が確保できていないとす

る自治体は 91.7％に上っている。地域を支える自治体保健師の採用活動にお

いて、自治体保健師の活動内容について広く知らせるイベントなども有用で

あり、確保に向けた支援を検討されたい。 

 

(イ)産後ケアに対応できる助産師の育成 

  産後ケアの対象は出産後１年以内の母子の心身のケアや育児サポートへと

広がっている。新生児期の母子に関わることの多い医療機関の助産師は対応

に苦慮している現状にあり、産後ケアに対応できる助産師の育成にむけた支

援をお願いしたい。 

 

(ウ)訪問看護師の定着支援 

・訪問看護ステーションで勤務する看護師の確保・定着策として、宿舎借り

上げ支援の実施をお願いしたい。 

 

③ カスタマーハラスメント対策の推進（重点要望） 

  医療機関・施設へのカスタマーハラスメント対策については、令和６年度予

算要望を行ってきたが、この４月からカスタマーハラスメント防止条例が施

行された。 

条例施行に合わせて「各団体共通マニュアル」が作成されたが、一般的なも

のとなっていることから、医療機関の実情にそった共通マニュアルの整備を
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要望する。 

また、訪問看護は利用者の自宅で看護職が一人でケアを実施しており、利用

者からのハラスメントを受けやすい環境にあることを踏まえ、訪問看護対応

中のハラスメント対策として以下の支援を検討されたい。 

・医療機関等の実情を踏まえた共通マニュアルの作成 

・訪問看護対応中の暴力への対策として防犯器機の購入への支援 

 

（3）看護管理能力の高い看護職や専門的な資格を持つ看護職（特定行為研修修

了者、専門看護師・認定看護師・認定看護管理者）育成への支援拡充 

 

・特に 200 床未満の中小規模病院、慢性期機能の病院、訪問看護ステーショ

ン、高齢者施設等の支援を拡充されたい。 

・日本看護協会の調査では、認定看護管理者によるトップマネジメント機能と

して「タスクシフト／シェアの実施」、「ＩＣＴの活用」などでの効果が報告

されている。直近の課題を解決するため、中小規模病院での取得支援を図ら

れたい。 

 

（4）看護基礎教育４年制化 

医療の高度化、地域完結型医療推進に対応するためには、最新の医療・看

護水準を踏まえたより高度な専門課程が必要となっており、看護職の育成

において修業年限の延長が必須である。 

そのため、「看護基礎教育４年制化」を国に要望するとともに、東京都に

おいては、都立大学や都立看護専門学校で率先して実施されたい。 

 

（5）准看護師の養成停止と看護師免許取得のための進学支援の充実 

准看護師の教育内容は、今日の医療ニーズに対応し多職種と協働するな

どの役割を果たすのには十分ではない。安全な医療の確保という観点から

准看護師養成を停止し、看護師への移行に力を入れるよう東京都として取

り組むとともに、国に対して働きかけられたい。 

准看護師が看護師免許を取得するための進学支援を検討されたい。 

 

 


